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（目  的） 

第１条 この規程は、就業規則第３８条の規定により、役員及び職員等が、社命により出張そ

の他の旅費に関する事項を定め、旅費の合理的な運用を図ることを目的とする。 

 

（適  用） 

第２条 この規程は、すべての役員及び職員に適用する。また、研修等で招聘した講師等に適

用する。この規程にかかわらず、特別の事情がある場合は、理事会の決議をもって支

給金額を決めることが出来る。 

 

（出張の種類） 

第３条 この規程による出張とは、次のものをいう。 

（１）日帰出張 

日帰り出張とは、会社を出発して日帰りが可能であると断定できる場合をいう。 

（２）宿泊出張 

宿泊出張とは、その距離や交通機関の乗り継ぎ時間が日帰りでは不可能と会社が

判断した場合、宿泊を要する出張をいう。 

 

（旅費の構成） 

第４条 旅費は、以下の費用、手当より構成する。 

① 交通費 

② 日当 

③ 宿泊費 

④ その他旅行に必要な費用 

 

（順路による計算等） 

第５条 旅費は、通常利用される最も経済的な順路、移動方法、及び日程等を勘案して計算す

る。ただし、天変地異、突発事故等やむを得ないと法人が認めた場合は、実際に要し

た費用を以て、旅費を精算するものとするものとする。 

 

（旅費支給の特例） 

第６条 出張中に交際費、通信費、目的地における地域内の交通費等の費用を要し、この規程

による旅費を以て支弁できなかったときは、それらの費用に関わる領収書(領収書が

得られない時は、その使途を明らかにする書類)を添えて、別途法人に請求するもの

とする。 

２  前項の請求があったときは、それらの費用が出張目的に照らして妥当なものであ

ると出張命令者が判断した場合に、その実費を支給する。 

 

（旅費の仮受） 

第７条 出張を命令された者(以下「出張者」という。)は、出発前に所定の出張命令書により、

概算額の旅費を仮受することができる。 
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（旅費の精算） 

第８条 出張者が出張を終えたときは、前条によって仮受した概算旅費を帰社後５日以内に

精算するものとする。 

 

（出張旅費） 

第９条 社命により出張した時は、交通費、日当、及び宿泊費からなる出張旅費を支給する。 

 

（交 通 費） 

第１０条 交通費は、第５条により法人が定めた順路、利用交通機関により算定される交通費

を支給する。 

２  交通機関の運賃及び各種の利用料金を、原則として以下の基準によるものとする。 

利用交通機関 交通費の内訳 

航  空  機 普通航空運賃 

※なお、道内の移動については航空料

金を算定できない。 

鉄  道 

普 通 列 車 運賃  

特 急 列 車 運賃 ＋ 指定席特急料金 

新  幹  線 運賃 ＋ 新幹線指定席特急料金 

寝台特急列車 運賃 ＋ 特急料金 ＋ Ｂ寝台料金 

船  舶 
船中泊（有） １等(又は特別)船室料金 

船中泊（無） ２等船室料金 

バ   ス 運賃 

３ 交通機関各社の定めるシーズン料金の標準的な交通費を以て計算する。 

４ 特急料金・新幹線料金は片道１００ｋｍを超える旅行で、特急列車が運行する路線を

利用するときに適用する。 

５  寝台列車の利用は前項の場合で、かつ行程上やむを得ない場合に適用する。 

６  用務の性質上やむを得ないと法人が認めた場合は、役員に対してグリーン車の使

用を認めることができる。 

 

（日 当） 

第１１条 日当は、旅行中の業務日数に応じ出張１日当たり３，０００円を支給する。また札

幌及び札幌近郊についてもこれに順ずる。 

 

（宿 泊 費） 

第１２条 宿泊施設を使用する場合は、必要宿泊数に１０，０００円を乗じた費用を支給する。 

２  宿泊費は、午前零時を超えて宿泊するごとに、１泊として計算する。 

３  寝台車、船舶等の交通機関内における宿泊（以下「車中泊等」という。）の場合は、

宿泊費は支給しない。 

４  宿泊施設にて宿泊し宿泊費が１万円を超えた場合、特例として領収書を提出し最

大５，０００円（宿泊費合計１５，０００円）を上限に実費を支給する。なお、宿泊
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費には、食事代サービス料等は含まない。 

 

（出張期間中における休日の取り扱い） 

第１３条 出張期間中に休日がある場合は、日当を支給しない。但し、会社が認めた場合は日

当を支給することがある。 

 

（ブロック会議における交通費） 

第１４条 前条等に関らず、ブロックにて会議を開催した際は、出席者に交通費として年間

予算総額を超えない範囲にて 一律１，０００円＠人・日を支給することができる。 

   ２ 受取の際は、領収書を提出しなければならない。 

   ３ ブロック事務局は、出席者の氏名を記載した会議録を適宜提出しなければならな

い。 

 

附  則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１ この規則は、２０２５年３月５日から施行する。 

 


